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【 請 求 項 １ 】
　 チ ャ ン ネ ル か ら 読 ま れ た 信 号 中 の デ ー タ を 検 出 す る た め の 装 置 で あ っ て 、
　 該 信 号 内 の Ｄ Ｃ シ フ ト を 調 節 す る た め に 、 該 信 号 に 等 化 処 理 を 適 用 す る よ う 構 成 さ れ た
等 化 器 と 、
　 該 信 号 内 の 該 Ｄ Ｃ シ フ ト の 有 無 に 基 づ い て 該 デ ー タ を 検 出 す る よ う 機 能 す る 検 出 器 と 、
を 備 え る 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
　 請 求 項 １ に 記 載 の 装 置 に お い て 、 さ ら に 、
　 該 信 号 内 の 該 Ｄ Ｃ シ フ ト の 存 否 を 検 出 し 、 お よ び 対 応 す る Ｄ Ｃ シ フ ト 検 出 信 号 を 発 生 す
る よ う 機 能 す る Ｄ Ｃ シ フ ト 検 出 器 を 備 え 、
　 該 等 化 器 が 、 該 Ｄ Ｃ シ フ ト 検 出 信 号 に 応 動 し て 、 該 信 号 内 の 該 Ｄ Ｃ シ フ ト の 検 出 さ れ た
存 否 に 基 づ い て 該 等 化 処 理 を 変 更 す る よ う に な っ て い る 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】
　 請 求 項 ２ に 記 載 の 装 置 に お い て 、
　 該 等 化 器 が 、 該 Ｄ Ｃ シ フ ト 検 出 信 号 が 該 信 号 内 の 該 Ｄ Ｃ シ フ ト の 存 在 を 示 す と き に 、 該
等 化 処 理 を ナ イ キ ス ト 等 化 処 理 に 変 更 す る よ う に な っ て い る 装 置 。
【 請 求 項 ４ 】
　 請 求 項 １ に 記 載 の 装 置 に お い て 、 該 等 化 器 が 後 置 フ ィ ル タ 等 化 器 で あ り 、 お よ び 該 装 置
が 、 さ ら に
　 ｉ ） 該 等 化 処 理 を 適 用 す る 前 の 信 号 と 、 ｉ ｉ ） 該 等 化 処 理 を 適 用 し た 後 の 信 号 を 組 み 合
せ 信 号 へ と 組 み 合 せ る よ う 機 能 す る 組 み 合 せ 手 段 と 、
　 該 組 み 合 せ 信 号 に 基 づ い て 、 該 デ ー タ の 条 件 づ け ら れ た 検 出 を 使 用 す る よ う 機 能 す る 検
出 器 と 、
を 備 え る 装 置 。
【 請 求 項 ５ 】
　 請 求 項 ４ に 記 載 の 装 置 に お い て 、
　 該 組 み 合 せ 手 段 が 、 論 理 Ｏ Ｒ ゲ ー ト で あ る 装 置 。



【 請 求 項 ６ 】
　 請 求 項 ４ に 記 載 の 装 置 に お い て 、
　 該 デ ー タ が 、 サ ー ボ ・ ア ド レ ス ・ マ ー ク （ Ｓ Ａ Ｍ ） デ ー タ お よ び グ レ イ ・ デ ー タ で あ り
、 該 検 出 器 が 該 組 み 合 せ 信 号 に 基 づ い て 、 該 Ｓ Ａ Ｍ デ ー タ を 検 出 す る よ う に な っ て い る 装
置 。
【 請 求 項 ７ 】
　 請 求 項 ６ に 記 載 の 装 置 に お い て 、 さ ら に
　 該 検 出 さ れ た Ｓ Ａ Ｍ デ ー タ に 基 づ い て 、 該 等 化 処 理 を 適 用 す る こ と な く 該 信 号 中 の 該 グ
レ イ ・ デ ー タ を 復 号 す る よ う 機 能 す る 復 号 器 を 備 え る 装 置 。
【 請 求 項 ８ 】
　 請 求 項 ６ に 記 載 の 装 置 に お い て 、 さ ら に
　 該 グ レ イ ・ デ ー タ を 復 号 す る た め に 、 ｉ ） 等 化 処 理 を 適 用 す る 前 の 信 号 、 お よ び ｉ ｉ ）
等 化 処 理 を 適 用 し た 後 の 信 号 の う ち の い ず れ か を 選 択 す る よ う 機 能 す る 判 定 論 理 を 備 え る
装 置 。
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